
参考資料

資料４



流域治水の具体的な取組（国土交通省）
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水害リスク情報の充実
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水害リスク情報の充実（水害リスクマップの整備）
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流域治水×グリーンインフラ
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令和3年4月28日 成立

附帯決議（１４項目）

三 流域治水の取組においては、自然環境
が有する多様な機能をいかすグリーンインフ
ラの考えを普及させ、災害リスクの低減に寄
与する生態系の機能を積極的に保全又は再
生する ことにより、生態系ネットワークの形
成に貢献すること。

特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律（流域治水関連法）

流域治水の推進にあたっては、
環境分野の取り組みも重要
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グリーンインフラとは、社会資本整備や⼟地利⽤等のハード・ソフト両⾯において、⾃然環境 が
有する多様な機能を活⽤し、持続可能で魅⼒ある国⼟・都市・地域づくりを進める取組

⾃然環境が有する多様な機能

グリーンインフラとは

国⼟形成計画（平成27年8⽉閣議決定）
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従来から⾃然環境が持つ機
能を 活⽤し、防災・減災、
地域振興、 環境保全に取り
組んできた

と令和元年東⽇本台⾵時に、公園
⼀体となった遊⽔地が鶴⾒川の⽔
を貯留し災害を防⽌するなど、
気候変動に伴う災害の激甚・頻発
化への対応に貢献

コロナ禍を契機として、⾃然豊か
なゆとりある環境で健康に暮らす
ことのできる⽣活空間の形成が
⼀層求められている

まSDGs、ESG投資への関⼼が⾼
る中、⼈材や⺠間投資を呼び込む
イノベーティブで魅⼒的な都市空
間の形成に貢献

グリーンインフラは、植物の⽣育
など時間とともにより機能を発揮。
地域住⺠が計画から維持管理まで
参画できる取組

グリーンインフラの活⽤により、防災・減災、
国⼟強靱化、新たな⽣活様式、SDGsに貢献する
持続可能で魅⼒ある社会の実現を⽬指す

グリーンインフラ
で 守る

グリーンインフラ
で 呼び込む

グリーンインフラ
で つなぐ

グリーンインフラ
で 憩う

鶴⾒川多⽬的遊⽔地
（神奈川県横浜市）

オープンスペースを活⽤した
健康イベント（東京都⽴川市）

緑や⽔が豊かなオフィス空間
の形成（東京都千代⽥区）

地域住⺠による緑地の維持管理
（新潟県⾒附市）

グリーンインフラがもたらす多面的な効果
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グリーンインフラを取り入れた流域治水

流域治⽔プロジェクト × グリーンインフラ

地域振興防災・減災 環境
■貯留機能保全区域を創設し、沿川の保⽔・
遊⽔機能を有する⼟地を保全

■治⽔対策における多⾃然川づくり
■⾃然環境の保全・復元などの⾃然再⽣
■健全な⽔循環系の確保(⽔環境)
■⽣物の多様な⽣息･⽣育環境の保全・創出に
よる⽣態系ネットワークの形成

■魅⼒ある⽔辺空間・賑わい創出
（かわまちづくり）

■河川環境学習の促進
■インフラツーリズム事業者との協働による
賑わい創出、地域活性化

■ミズベリング・プロジェクトの推進による
賑わい創出、地域活性化

自然環境が有する多様な機能を活用し、
持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める
グリーンインフラを取り入れた流域治水の推進

河川環境分野で可能な取り組みの事例

8



流域治水×グリーンインフラ 河川環境分野の取り組み

河川事業と公園事業の共同事業により、河
川の洪⽔調整機能を備えた多⽬的遊⽔地と
して整備

環

境

地
域
振
興

地域と⾏政が⼀体となり整備した⼤規模湿
地再⽣

池を中⼼とした⾃然とのふれあいや、スポーツ
などの⼼⾝を育む場（世界規模のパークラ
ンや吹奏楽部を誘致した⾳楽祭など開催）

休耕⽥の湿地化の活動を⽀援するととも
に環境学習、研究拠点として活⽤

コウノトリ⽶はブランド⽶として⾼値で取引され、
バードウォッチャーなど、年間約7千⼈が訪れる

川とまちが⼀体となった地域の憩いと賑わい
の場を創出

⽔辺を愛する多くの⼈を巻き込み、まちと⽔
辺が⼀体となった魅⼒ある街づくり
（ミズベリングでみんなをつなぐ）

・⽔辺の健康増進プログラム（ピラティス）
・SUP上での⽔上ヨガ

⽔辺を⽣かした地域の賑わいを創出

河川の改修にあたり⾃然環境や周辺景観等
と調和した川づくり 市街地の貴重な安らぎ空間として利⽤

⽔辺での遊び、⾃然体験・学習の場として
⼦供達の健やかな成⻑⽀え育くむ

防
災
・
減
災
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流域治水×グリーンインフラの取組事例

○鶴⾒川流域では、急激な都市化に伴い流域の保⽔・浸透機能が低下し、⽔害が頻発するようになった。
○国と横浜市が連携し、スタジアムや芝⽣広場を有する都市公園等と⼀体となった遊⽔地を整備。平常時は都市の憩い
の空間や多様な⽣物の⽣息場として機能。豪⾬時には防災・減災に寄与。

○令和元年東⽇本台⾵の際には、鶴⾒川の⽔を⼀時的に貯留することで周辺地域での災害発⽣を防⽌。

鶴⾒川多⽬的遊⽔地（神奈川県横浜市）
令和元年東⽇本台⾵時には、約９４万m3

の河川⽔を貯留し、災害発⽣防⽌に寄与

遊⽔地内のスタジアムにおいて、
ラグビーW杯を予定通り開催

(10/13)

鶴⾒川多⽬的遊⽔地

鶴⾒川

出典: （ 公財）横浜市スポーツ協会、国⼟交通省関東地⽅整備局京浜河川事務所（鶴⾒川多⽬的遊⽔地パンフレット、令和元年10⽉16⽇ ニュースリリース）、令和２年第８回経済財政諮問会議 資料
4

⽇産スタジアム

最⾼⽔位
▽ T.P. +4.86m

T.P.
+4.0mT.P. +2.5m

越流堤
T.P.
+6.6m

鶴⾒川

平常時は公園として活⽤

⽇産スタジアム

令和元年10⽉13⽇流⼊時・出⽔時

H.W.L.

約94万㎥を貯留した
鶴⾒川多⽬的遊⽔地

都市公園
（遊⽔地）

10⽉13⽇6時30分頃ドジョウ⽥植えイベント（環境教育）
提供 （公財）横浜市スポーツ協会

コサギ

平常時はスポーツや環境教育イベントの場として活⽤されると共に、
多様な⽣物の⽣息場としても機能

ヘイケボタル
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市⺠の憩いの空間として機能する
グランモール公園提供 横浜市

提供 横浜市

提供 横浜市

畑の⼟を深く耕すことによ
り、保⽔・浸透機能と⽣産
性を⾼める試験的な取組
出典:横浜市提供資料、グリーンインフラ総研

提供 横浜市

○横浜市では、SDGｓ未来都市計画、中期４か年計画、環境管理計画、⽔と緑の基本計画、下⽔道中期経営計画等の
各種計画に基づき、分野横断によるグリーンインフラの活⽤を総合的に推進。

○グランモール公園（2018年再整備）では、浸透側溝や保⽔性舗装、植栽地等から地中に浸透させた⾬⽔を⾬⽔貯留
砕⽯に保⽔させることにより、樹⽊や保⽔性舗装からの蒸発散による微気象の緩和、樹⽊の良好な育成、緑陰の形成
を促し、憩い・賑わい空間の形成、暑熱緩和対策、浸⽔対策等の機能を発揮。

○公園の新設や更新の機会に合わせたレインガーデンや、浸⽔対策・⽔循環の再⽣を⽬的とした⾬⽔浸透ますの設置、
農地の保⽔・⽣産機能を⾼めるための基盤整備等にも取り組み、流域全体における⾬⽔の貯留浸透機能の向上を図る
ことで、気候変動に適応した減災の取組を推進。

流域全体での⾬⽔貯留浸透機能の活⽤（神奈川県横浜市）

レインガーデン

広場や園路を改良し、周辺
の⾬⽔を集めるレインガー
デンを整備することで保
⽔・浸透機能の向上と植栽
の良好な育成を図る

農地での作業状況

提供 グリーンインフラ総研

側溝・保⽔性舗装から⼊った⾬⽔は、⾬⽔
貯留浸透基盤により地表までしみ上がり、
蒸発散作⽤により気温の低減効果が発揮

流域治水×グリーンインフラの取組事例

11



（参考）流域治水とグリーンインフラの関係

■令和２年７⽉ 社会資本整備審議会 答申（抜粋）
「気候変動を踏まえた⽔災害対策のあり⽅について」〜あらゆる関係者が流域全体で⾏う持

続可能な「流域治⽔」への転換〜

○自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進めて
いく グリーンインフラの概念を取り入れつつ、流域治水を進めるべきである。

○流域保水・遊水機能の保全・再生や耕作放棄地を含む水田・農地の活用・保全は生物の生息・
生育・繁殖環境の保全や創出に有効に機能すると同時に、治水対策としても有効である場合が
ある。

○流域治水を進める上で、生態系ネットワークに配慮した自然環境の保全や創出、かわまちづくり
と連携した地域経済の活性化やにぎわいの創出など、防災機能以外の多面的な要素も考慮し、
治水対策を適切に組み合わせることにより、持続可能な地域づく
りに貢献していくべきである。

○災害復旧・復興の際に、気候変動の影響を考慮することに加え、生態系ネットワーク等に配慮し、
場が持つ多面的機能の発揮も意識し水災害対策を進めることが望ましい。

■令和3年４⽉ 衆議院 国交委員会 特定都市河川浸⽔被害対策法等の⼀部を改正する法律案
に対する付帯決議 （抜粋）

○流域治水の取り組みにおいては、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの考

えを推進し、災害リスクの低減に寄与する生態系の機能を積極的に保全又は再生することにより、
生態系ネットワークの形成に貢献すること。
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（参考）特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律（附帯決議事項）
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流域治水の具体的な取組（嘉瀬川）
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嘉瀬川流域における対策内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策内容
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○佐賀市大和町尼寺地区において、繁茂している樹木伐採を行い、治水安全度の向上を図った。

伐採前

伐採後

施工箇所

名護屋橋

整備箇所平面図（尼寺地区）

嘉瀬川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～佐賀県特有の広大な低平地を洪水から守る治水対策の推進～
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■森林整備、治山対策（氾濫河川上流域における森林整備、治山対策の実施）
（佐賀市、小城市、富士大和森林組合、佐賀東部森林組合、佐賀中部森林組合、佐賀森林
管理署、佐賀県、森林整備センター佐賀水源林整備事務所）

森林は水源涵養機能や山地災害防止機能等の公益的機能を有しており、この機能の適切な発揮に向け、森林整備、治山
対策を推進。

間伐等の森林整備の実施により雨水を地中に素早く浸透させ、ゆっくり流出させるという森林の洪水緩和機能を保全すると
ともに、治山事業の実施により流木・土砂の流出抑制効果を発揮させ、流域上流における防災・減災対策を図る。

森林整備による浸透能の向上効果

治山事業の実施による流木・土砂の流出抑制効果

荒廃森林 間伐直後の森林 間伐5年後の森林

治山ダムが土砂流出を軽減した事例
流木補足式治山ダムが流木を補足し

た事例

小城市

佐賀市

N

嘉瀬川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～佐賀県特有の広大な低平地を洪水から守る治水対策の推進～
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嘉瀬川流域における対策内容

被害対象を減少させるための対策内容
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嘉瀬川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～佐賀県特有の広大な低平地を洪水から守る治水対策の推進～

■一定規模以上の開発行為への貯留義務づけ【佐賀市、佐賀県の事例】

【佐賀市】【佐賀県】
○平成１３年５月から、都市計画法改正により、都市計画区域外の一定の開発行為（面積１ha以上）についても開発許可が必要。
○開発面積が１ha以上の開発行為については、原則として一時、雨水を貯留する調整池を設置することを義務づけ
○「開発許可申請の手引き」を策定し、開発行為者に指導。
○令和３年度改訂。

貯留施設設置状況 調整池
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嘉瀬川流域における対策内容

被害対象を減少させるための対策内容
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嘉瀬川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～佐賀県特有の広大な低平地を洪水から守る治水対策の推進～

○久保田地区（R1）、北川副地区（R2）において、水害を想定した総合防災訓練を実施
〇令和２年度については新型コロナウイルス感染症対策として、訓練規模を縮小し、関係機関は不参加
○情報伝達訓練を兼ね、防災行政無線、さがんメール、防災ラジオで情報伝達を実施（R1）
○自主防災組織との連携による避難所開設・運営訓練を実施（R1、R2）
○防災教育の一環として、児童・生徒も訓練に参加（R1）

避難所への避難状況（R1）避難所への避難状況（R1）

避難所開設・運営訓練（R２）避難所開設・運営訓練（R２）

孤立住民の救助訓練（R1）孤立住民の救助訓練（R1）

炊き出し訓練（R1）炊き出し訓練（R1）

水防訓練（R1）水防訓練（R1）

水没車両からの救助訓練（R1）水没車両からの救助訓練（R1）

■佐賀市総合防災訓練【佐賀市の事例】
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■防災情報を共有できる情報アプリの改良と
周知及び活用の推進（小城市の事例）

■浸水深表示板の設置（小城市の事例）

嘉瀬川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～佐賀県特有の広大な低平地を洪水から守る治水対策の推進～

○市が発信する大雨警報や避難所などの防災情報をプッシュ通知

で知らせる。

○災害情報だけでなく、「天気予報」や「市の情報」などが見れるこ

とを活かし、住民に広く周知し、平時からの利用の推進を行う。

■成果
→防災行政無線、災害情報等配信サービスに加えて、災害情報を
発信するツールとして活用。
→情報を共有し、災害時における避難行動に役立つことが期待され
る。

■今後の予定
→継続的にアプリの活用・改良、住民への周知を行っていく。

○想定浸水深を示した表示板を電柱に設置する。

（設置箇所：三日月町 堀江地区）

○水位の高低を立体的に示すことで、浸水が起きた際の被害予測

を分かりやすく伝える。

■成果
→ハザードマップより、危機感が伝わりやすい。

→日頃から、水害リスクを把握し、防災意識の高まりが期待される。

表示板デザイン
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流域治水の具体的な取組（松浦川）
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松浦川流域における対策内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策内容
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○唐津市石志地区において、引堤完了箇所の旧堤撤去を行い、治水安全度の向上を図った。

施工箇所

整備箇所平面図（石志地区）

施工前

施工後

鬼塚中学校

松浦川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～豊かな自然環境を育む松浦川水系の地域と一体となった防災・減災対策の推進～
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■森林整備、治山対策（氾濫河川上流域における森林整備、治山対策の実施）
（唐津市、伊万里市、武雄市、まつら森林組合、伊万里西松浦森林組合、武雄杵島森林組
合、佐賀森林管理署、佐賀県、森林整備センター佐賀水源林整備事務所）

森林整備による浸透能の向上効果

治山事業の実施による流木・土砂の流出抑制効果

荒廃森林 間伐直後の森林 間伐5年後の森林

治山ダムが土砂流出を軽減した事例
流木補足式治山ダムが流木を補足し

た事例

武雄市
唐津市

伊万里市

N

森林は水源涵養機能や山地災害防止機能等の公益的機能を有しており、この機能の適切な発揮に向け、森林整備、治山
対策を推進。

間伐等の森林整備の実施により雨水を地中に素早く浸透させ、ゆっくり流出させるという森林の洪水緩和機能を保全すると
ともに、治山事業の実施により流木・土砂の流出抑制効果を発揮させ、流域上流における防災・減災対策を図る。

松浦川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～豊かな自然環境を育む松浦川水系の地域と一体となった防災・減災対策の推進～
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松浦川流域における対策内容

被害対象を減少させるための対策内容
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松浦川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～豊かな自然環境を育む松浦川水系の地域と一体となった防災・減災対策の推進～

■一定規模以上の開発行為への貯留義務づけ【佐賀県の事例】

【佐賀県】
○平成１３年５月から、都市計画法改正により、都市計画区域外の一定の開発行為（面積１ha以上）についても開発許可が必要。
○開発面積が１ha以上の開発行為については、原則として一時、雨水を貯留する調整池を設置することを義務づけ
○「開発許可申請の手引き」を策定し、開発行為者に指導。
○令和３年度改訂。

調整池
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松浦川流域における対策内容

被害対象を減少させるための対策内容
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松浦川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～豊かな自然環境を育む松浦川水系の地域と一体となった防災・減災対策の推進～

○令和3年度佐賀県福祉施設のいのちを守る災害対応力向上事業により、厳木川浸水想定区域内の要配慮者利用施設と唐
津市、佐賀県、公益財団法人市民防災研究所の４者による避難訓練を実施（R3.12.3実施）

○施設に入所されている方で、比較的介護度が低い利用者の避難先の確保に向けて、唐津市が実際に開設している「避難
場所（天徳の丘運動公園体育館）」で、 市が備蓄する段ボールベッドや福祉施設が保有する介護用品などを使用するこ
とによって避難先として利用することの可能性について確認・検討した。

【出席者】
唐津市（危機管理防災課、福祉総務課、高齢者支援課、相知市民センター）、社会福祉法人唐津福祉会（特別養護老人ホーム作礼荘）、
佐賀県（福祉課、長寿社会課）、公益財団法人市民防災研究所

【成果】
介護度の軽いケアハウス入居者の避難訓練により、市の防災備蓄品の活用により避難所での生活が可能との検証ができた。

【今後の予定】
次年度以降も施設独自の訓練を実施。
同様の福祉施設との連携（受入を要請した場合など）も継続して検討していく。

■要配慮者利用施設等との訓練【唐津市】

避難先に避難する入所者 簡易ベッドや段ボールベッドの確認 簡易トイレの確認
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松浦川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～豊かな自然環境を育む松浦川水系の地域と一体となった防災・減災対策の推進～

○地元から提出された災害危険箇所の調査を行い、雨季前に危険箇所の状況や今後の対応などについて地元と共有を図っ
た。

○市、伊万里消防署、伊万里警察署、伊万里農林事務所、伊万里土木事務所、地元区長などで災害危険箇所の現状把握を
行う伊万里市防災パトロールを行った。

市道災害の復旧計画について説明している様子

■ 伊万里市防災パトロールによる効果
①雨期前に市と地元の双方で災害危険箇所を把握することで、災害被害の軽減が期待できる。
②災害対応における防災関係機関相互の協力体制の確認を行うことができた。
■ 今後の取り組み
①継続実施する。

ため池の改修状況及びハザードマップについて説明している様子

■伊万里市防災パトロール【伊万里市の事例】
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松浦川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～豊かな自然環境を育む松浦川水系の地域と一体となった防災・減災対策の推進～

○防災情報をリアルタイムで受け取ることができる武雄市防災アプリ「たけぼう」を構築。
○市からの防災・災害情報などをアプリで配信した。

■防災情報の伝達【武雄市】

状況と位置情報を
登録している⼈にす
ぐに通知が出来る

安否確認

スマホをかざして、避
難所の位置・状況を
確認

避難所情報把握

◎確実に欲しい情報が⼿に⼊る（警報発表などをプッシュ型で通知）
◎どこにいても、誰でも情報が⼿に⼊る（避難所情報把握、多⾔語対応）
◎防災の知識を⾝に着けることができる（ハザードマップ、防災教育動画）
◎災害時以外の利⽤もできる（AED関連、天気予報）

・防災情報
・⽕災情報
・避難所情報等

情報のプッシュ通知

⽇本語、英語、中国語
（簡体、繁体）
韓国語、ベトナム語、
フィリピン語、ミャンマー語
（ビルマ語）

多⾔語（8か国語）

機能例

令和３年６⽉
配信

武雄市防災アプリ「たけぼう」
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松浦川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～豊かな自然環境を育む松浦川水系の地域と一体となった防災・減災対策の推進～

○避難行動要支援者のうち、医療的ケア児の避難訓練を実施。
○医療的ケア児の中でも、特に人工呼吸器やたん吸引器などの電源を必要とする医療機器が必要な方の避難訓練を実施。

■医療的ケア児の避難訓練【武雄市】

◎電源を必要とする医療機器が必要な⽅の個別避難計画を策定
（R1策定、R2も新たに1名分を策定）
◎消防署などの関係機関の協⼒を得て、医療的ケア児３名の避難訓練を個別に実施
（R2から実施、R3は2回⽬の実施となった）

医療的ケア児の避難訓練

消防到着・避難準備情報伝達訓練

令和３年５⽉〜７⽉に実施

電源を確保 避難完了

【参加者】
避難者（ご本人、ご家族）、武雄消防署、武雄市

【観察者（オブザーバー）】
民生委員、杵藤保健福祉事務所、きしま訪問看護ステーション、
医療機器メーカー

【成果】
保護者と関係機関が、避難の準備や手順の確認、避難場所の確保
の共有ができた。

【今後の予定】
次年度以降も個別訓練を実施。

避難場所（市役所）へ到着
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